
 

聖籠町告示第１号 

聖籠町中小企業人材育成事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

令和元年５月１０日 

聖籠町長 西脇 道夫   

   聖籠町中小企業人材育成事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

聖籠町中小企業人材育成事業補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

第３条中「財団法人にいがた産業創造機構（昭和４６年４月１日に財団法人

にいがた産業創造機構という名称で設立された法人をいう。）」を「公益財

団法人にいがた産業創造機構」に改める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

 


